
２.記録請求サービスにおける
取引制限等の設定の登録

＜概要＞
◆⾃社のユーザーが⾏う発⽣記録請求・譲渡記録請求の⾦額・回数等について、
任意に制限を設定することが可能です。

◆不正利⽤が⾏われた場合の被害を最⼩限にする観点から、上限⾦額・上限回数
は必要最⼩限に設定することを推奨します。
（制限を設定することができる項⽬）

担 当 者 ユ ー ザ ー

１件当たりの上限⾦額、１⽇当たりの上限⾦額、１⽇当たりの上限回数①発⽣記録請求（でんさい
で⽀払う）

１件当たりの上限⾦額、１⽇当たりの上限⾦額②譲渡記録請求（でんさい
を譲渡する）

「保証なし譲渡」（譲渡⼈が保証記録を付与していない譲渡記録請求）
を受け取る/受け取らない

③譲渡記録請求（でんさい
を譲渡する【受取側】）
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①担当者ユーザーがでんさいライトにログイン後、
トップ画⾯の「取引制限を設定する」のボタン
をクリックします。
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② 現在の取引制限の内容が表⽰されますので、制
限を新たに設定（変更）する項⽬を選択・⼊⼒
し、「確認へ」のボタンをクリックします。

・発⽣記録請求（でんさいで⽀払う）の「１件当た
りの上限⾦額」は「100万円」が初期値となって
おり、「100万円」を超える⾦額に変更すること
はできません（「0円」から「100万円」までの
範囲で設定可能。）。

・発⽣記録請求（でんさいで⽀払う）の「１⽇当た
りの上限⾦額」、譲渡記録請求（でんさいを譲渡
する）の「１件当たりの上限⾦額」・「１⽇当た
りの上限⾦額」は、「0円」から「99億9,999万
9,999円」までの範囲で設定可能です。

・発⽣記録請求（でんさいで⽀払う）の「１⽇当た
りの上限回数」は、「0回」から「9,999回」まで
の範囲で設定可能です。

・譲渡記録請求（でんさいを譲渡する（受取側））
の「保証なし譲渡」について「受け取らない」を
選択した場合、譲渡⼈の保証記録が付与されてい
ない譲渡記録請求についてはシステム上で⾃動的
に拒否登録を⾏います。

・各取引制限が適⽤される（チェック対象となる）
記録請求の種類については、Appendix（P.6）を
参照。

Ｐｏｉｎｔ
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③ ⼊⼒内容の確認画⾯が表⽰されますので、②で
⼊⼒した取引制限の内容に誤りがないか確認し、
問題がなければ「確定」のボタンをクリックし
ます。

・不正利⽤が⾏われた場合の被害を最⼩限にする観
点から、上限⾦額・上限回数は必要最⼩限に設定
することを推奨します。

Ｐｏｉｎｔ
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④ 確認のダイアログが表⽰されますので、問題が
なければ「OK」のボタンをクリックします。

・ここまでの操作で取引制限等の設定の登録申請の
作業は完了となります。

・登録を確定させるためには、引き続き、承認者
ユーザーによる承認の操作が必要になります。
⇒本マニュアルの第３章４.を参照。

Ｐｏｉｎｔ
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Appendix：各取引制限が適用される記録請求の種類

制限が適⽤される（チェック対象となる）記録請求の種類取引制限

発⽣記録請求（債務者請求⽅式）、発⽣記録請求（債権者請求⽅式）の承諾、
変更記録請求（債権⾦額の変更）（※）、変更記録請求（債権⾦額の変更）の承諾（※）
※債務者側として記録請求を⾏う場合。

１件当たりの上限⾦額
発⽣記録請求

（でんさいで⽀払う） 発⽣記録請求（債務者請求⽅式）、発⽣記録請求（債権者請求⽅式）の承諾１⽇当たりの上限⾦額

発⽣記録請求（債務者請求⽅式）１⽇当たりの上限回数

譲渡記録請求、分割（譲渡）記録請求１件当たりの上限⾦額譲渡記録請求
（でんさいを譲渡する） 譲渡記録請求、分割（譲渡）記録請求１⽇当たりの上限⾦額
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